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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の構成を備えた熱電素子。
（１）前記熱電素子は、
　熱電材料からなり、かつ、一方の端面から他方の端面に向かって貫通する貫通孔を備え
た熱電部材と、
　前記貫通孔に挿入された、流体を流通させるための配管と、
　前記熱電部材の側面に設けられた均熱部材と
を備えている。
（２）前記配管は、前記熱電部材の一方の電極を兼ねており、
　前記均熱部材は、前記熱電部材の他方の電極を兼ねている。
（３）前記均熱部材の表面は、黒化処理が施された黒化面と、鏡面処理が施された鏡面と
を備えている。
【請求項２】
　次の（１）～（３）式の関係を満たす請求項１に記載の熱電素子。
　ＳT＝ＳB＋ＳM＋ＳO　　・・・（１）
　０＜ＳB／ＳT≦０．６　　　・・・（２）
　０≦ＳO／ＳT≦０．１　　　・・・（３）
　但し、
　ＳTは、前記均熱部材の表面の総面積、
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　ＳBは、前記黒化面の面積、
　ＳMは、前記鏡面の面積、
　ＳOは、前記均熱部材の表面の内、前記黒化面及び前記鏡面以外の面の面積。
【請求項３】
　前記熱電部材は、ｐ型熱電材料からなる１又は２以上のｐ型熱電部材と、ｎ型熱電材料
からなる１又は２以上のｎ型熱電部材とを備え、
　前記配管には、前記ｐ型熱電部材及び前記ｎ型熱電部材が交互に装着されており、
　前記ｐ型熱電部材と前記ｎ型熱電部材とは、電気的に直列に接続されている
請求項１又は２に記載の熱電素子。
【請求項４】
　前記熱電部材は、円柱の中心に前記貫通孔が形成された円筒形を呈している請求項１か
ら３までのいずれか１項に記載の熱電素子。
【請求項５】
　前記配管内には、化学蓄熱材が充填されている請求項１から４までのいずれか１項に記
載の熱電素子。
【請求項６】
　以下の構成を備えた熱発電システム。
（１）前記熱発電システムは、
　光を内部に取り込むための採光窓を備えた容器と、
　前記容器内に収容された、請求項１から５までのいずれか１項に記載の熱電素子と、
　前記配管に前記流体を供給するための流体供給手段と、
　前記熱電素子が生成する電力を消費する電力消費源と
を備えている。
（２）前記熱電素子は、前記黒化面が前記採光窓の下に来るように、前記容器内に収容さ
れている。
【請求項７】
　前記熱電素子は、次の（１）～（５）式の関係を満たす請求項６に記載の熱発電システ
ム。
　ＳT＝ＳB＋ＳM＋ＳO　　・・・（１）
　０＜ＳB／ＳT≦０．６　　　・・・（２）
　０≦ＳO／ＳT≦０．１　　　・・・（３）
　０＜ＳL／ＳT≦０．５　　　・・・（４）
　ＳL／ＳT≦ＳB／ＳT≦ＳL／ＳT＋０．１　　　・・・（５）
　但し、
　ＳTは、前記均熱部材の表面の総面積、
　ＳBは、前記黒化面の面積、
　ＳMは、前記鏡面の面積、
　ＳOは、前記均熱部材の表面の内、前記黒化面及び前記鏡面以外の面の面積、
　ＳLは、前記熱電素子の受光面の面積。
【請求項８】
　光を集光し、集光された前記光を前記採光窓に向かって照射するための集光装置をさら
に備えた請求項６又は７に記載の熱発電システム。
【請求項９】
　前記熱電素子の受光面を光源に向けるための追尾装置をさらに備えた請求項６から８ま
でのいずれか１項に記載の熱発電システム。
【請求項１０】
　前記容器は、真空容器である請求項６から９までのいずれか１項に記載の熱発電システ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、熱電素子及び熱発電システムに関し、さらに詳しくは、太陽光や遠赤外線な
どの光が持つエネルギーを熱エネルギー及び電気エネルギーに変換することが可能な熱電
素子、及び、これを用いた熱発電システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　太陽光が持つエネルギーを利用する装置は、太陽光を電気エネルギーに直接変換する装
置と、太陽光を熱エネルギーに変換する装置に大別される。太陽電池は、前者の例である
。後者の例としては、例えば、
（Ａ）太陽熱を利用して温水や温風を作り、これを給湯や冷暖房に利用する太陽熱利用シ
ステム、
（Ｂ）太陽熱を利用して熱電素子の両端に温度差を発生させ、温度差を電気エネルギーに
変換する熱発電システム、
などが知られている。
【０００３】
　これらの内、太陽電池は、電力しか得られず、太陽エネルギーを有効に利用できていな
い。太陽熱温水器は、太陽エネルギーの利用効率は比較的高いが、必要以上に温水ができ
てしまうので、結果的に太陽エネルギーを有効に利用できていない。また、太陽熱温水器
では、電力は得られない。さらに、蒸気タービンを用いた太陽熱発電は、大規模な設備が
必要となる。
　これに対し、熱電素子を用した熱発電システムは、電力と温水の双方を得ることができ
、大規模な設備も必要としないという利点があ。そのため、このような熱電素子を用いた
熱発電システムに関し、従来から種々の提案がなされている。
【０００４】
　例えば、非特許文献１には、真空容器に入れられた光吸収体（slaor absorber）で太陽
光を熱に変換し、その熱を熱電素子により電力に変換する太陽光熱発電装置（solar ther
moelectric generators (STEGs)）が開示されている。同文献のＳＴＥＧｓでは、熱電変
換効率４．６％を達成している。
　同文献では、Ｂｉ2Ｔｅ3系熱電材料を用いて熱電発電を行っているが、高温側が２００
℃程度であるため、熱電素子に大きな温度差が付かず、熱電変換効率の大幅な向上は望め
ない。また、電気に変換されなかった熱を利用していないため、太陽エネルギーの利用効
率が低い。
【０００５】
　非特許文献２には、ＳＴＥＧｓの熱電変換効率の計算結果が開示されている。同文献で
は、光の波長に対して最適なロングパスフィルターの光吸収体を用いることで、高温部の
輻射を抑制でき、１０００℃で１５．９％の変換効率が得られると予測されている。
　しかし、耐熱性があり、かつ、カットオフ波長が正確に制御されているロングパスフィ
ルターは現存せず、上記予測は実証されていない。また、高い熱電変換効率を得るには、
高温部の温度を上げる必要があるが、高温部の温度を上げると、輻射による熱ロスが大き
くなるという問題がある。
【０００６】
　特許文献１には、熱電素子の高温側を太陽光を用いて加熱し、熱電素子の低温側をトム
ソン効果を有する熱電材料を用いて冷却する発電装置が開示されている。
　同文献の発電装置は、電力に変換されることなく熱電素子を透過した熱を、トムソン効
果を利用したシステムにより取り除くものであり、太陽エネルギーの利用効率が低い。
【０００７】
　特許文献２には、水道管の外周面に熱電素子を配設し、屈曲した鏡面体を用いて熱電素
子の高温側に太陽光線を照射する電源供給装置が開示されている。
　同文献に記載の電源供給装置は、太陽光の集光度が低い場合には、熱電素子の高温部の
温度が上がらず、熱電変換効率が低い。一方、集光度が高い場合には、熱電素子が真空容
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器に入っていないため、高温部の対流による熱ロスを防止できない。さらに、輻射による
熱ロス防止機能もない。
【０００８】
　特許文献３には、温水タンク内の水を循環させる循環路に太陽熱集熱面を設け、太陽熱
を用いて冷水から温水を作り、さらに熱電素子を用いて冷水と温水との間の温度差を電力
に変換し、得られた電力を用いて温水を強制循環させる太陽熱利用温水装置が開示されて
いる。
　同文献に記載の太陽熱利用温水装置は、すべての熱が熱電素子を通らないため、発電量
が少ない。
【０００９】
　特許文献４には、太陽光を集光し、波長選択ミラーにより赤外光を熱電素子に、それ以
外の光を太陽電池に入射させることで発電し、さらに熱電素子及び太陽電池からの排熱を
給湯に利用する給湯装置が開示されている。
　同文献には、このような給湯装置の実験結果が記載されていない。また、同文献の給湯
装置では、熱電素子の温度が上がらず、熱電素子の発電効率が低い。また、太陽電池及び
熱電素子からの排熱は低温となるため、二酸化炭素を冷媒としたヒートポンプを使ってい
るとはいえ、集熱の効率は悪い。さらに、熱電素子と太陽電池を併用しているため、装置
の構造が複雑となる。
【００１０】
　特許文献５には、太陽熱を化学エネルギーとして蓄えることが可能な蓄熱材を反応器に
収容し、反応器内で発生した熱を熱電素子により電力に変換する熱電コジェネレーション
システムが開示されている。
　同文献に記載の熱電コジェネレーションシステムは、蓄熱材の可逆反応（例えば、Ｍｇ
(ＯＨ)2⇔ＭｇＯ＋Ｈ2Ｏ）を用いて蓄熱及び放熱を行うため、熱電素子の高温部が一定に
保たれ、電力の安定供給を行えるメリットはある。しかしながら、蓄熱工程でエネルギー
ロスを生じ、太陽熱エネルギーの利用効率は低い。
【００１１】
　さらに、特許文献６には、太陽光を光吸収体で熱に変換し、その熱を熱電素子により電
力に変換し、さらに、熱電素子の低温側に流体（例えば、水）を流し、流体を加熱する方
法が開示されている。
【００１２】
　上述した先行技術文献に記載されているように、光吸収体と熱電素子とを組み合わせる
と、太陽エネルギーの利用効率をある程度向上させることができる。また、熱電素子の低
温側から廃棄される熱を種々の方法により回収すると、太陽エネルギーの利用効率がさら
に向上する。
　一方、太陽エネルギーの利用効率をさらに向上させるためには、熱電素子の高温部の温
度をより高くすることが好ましい。しかしながら、従来の方法では、高温部の温度が高く
なるほど、輻射による熱ロスが大きくなるため、利用効率の向上には限界があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２０１３－００４７５３号公報
【特許文献２】特開２０１２－２２２１６９号公報
【特許文献３】特開２００２－１０６９６４号公報
【特許文献４】特開２０１０－１９０４５５号公報
【特許文献５】特開２０１２－２１１７５３号公報
【特許文献６】特表２０１０－５２９３９５号公報
【非特許文献】
【００１４】
【非特許文献１】D. Kraemer et al., Nature Materials 10 532(2011)
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【非特許文献２】L. L. Baranowski et al., Energy Enviromental Science 5 9055 (201
2)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明が解決しようとする課題は、太陽光や遠赤外線などの光が持つエネルギーを熱エ
ネルギー及び電気エネルギーに変換することが可能な熱電素子、及び、これを用いた熱発
電システムを提供することにある。
　また、本発明が解決しようとする他の課題は、このような熱電素子及び熱発電システム
において、排熱ロス及び輻射による熱ロスを低減することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記課題を解決するために本発明に係る熱電素子は、以下の構成を備えている。
（１）前記熱電素子は、
　熱電材料からなり、かつ、一方の端面から他方の端面に向かって貫通する貫通孔を備え
た熱電部材と、
　前記貫通孔に挿入された、流体を流通させるための配管と、
　前記熱電部材の側面に設けられた均熱部材と
を備えている。
（２）前記配管は、前記熱電部材の一方の電極を兼ねており、
　前記均熱部材は、前記熱電部材の他方の電極を兼ねている。
（３）前記均熱部材の表面は、黒化処理が施された黒化面と、鏡面処理が施された鏡面と
を備えている。
【００１７】
　本発明に係る熱発電システムは、以下の構成を備えている。
（１）前記熱発電システムは、
　光を内部に取り込むための採光窓を備えた容器と、
　前記容器内に収容された、本発明に係る熱電素子と、
　前記配管に前記流体を供給するための流体供給手段と、
　前記熱電素子が生成する電力を消費する電力消費源と
を備えている。
（２）前記熱電素子は、前記黒化面が前記採光窓の下に来るように、前記容器内に収容さ
れている。
【発明の効果】
【００１８】
　熱電素子の黒化面に太陽光や遠赤外線などの光を照射すると、光は黒化面に吸収され、
熱エネルギーに変換される。この熱エネルギーは、黒化面から均熱部材全体に伝達され、
熱電部材の全側面をほぼ均一に加熱する。その結果、熱電部材の側面と貫通孔の内周面と
の間に温度差（すなわち、起電力）が発生する。
　また、黒化面は、光エネルギーの吸収効率は高いが、輻射による熱ロスが大きい。一方
、鏡面は、光エネルギーの吸収効率は低いが、輻射による熱ロスが小さい。そのため、均
熱部材の表面の内、受光面を黒化面とし、それ以外の部分を鏡面とすれば、輻射による熱
ロスを最小限に抑制することができる。
　さらに、熱電部材のほぼ中央に挿入された配管に熱交換媒体としての流体を流通させ、
あるいは、配管内に化学蓄熱材を充填すると、熱電部材の低温側からの排熱を回収するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る熱電素子の斜視図（図１（Ａ））、及びそのＡ
－Ａ'線断面図（図１（Ｂ））である。
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【図２】本発明の第２の実施の形態に係る熱電素子の斜視図（図２（Ａ））、及びそのＡ
－Ａ'線断面図（図２（Ｂ））である。
【図３】本発明の第３の実施の形態に係る熱電素子の斜視図（図３（Ａ））、及びそのＢ
－Ｂ'線断面図（図３（Ｂ））である。
【００２０】
【図４】本発明の第４の実施の形態に係る熱電素子の斜視図（図４（Ａ））、及びそのＢ
－Ｂ'線断面図（図４（Ｂ））である。
【図５】本発明の第５の実施の形態に係る熱電素子の斜視図（図５（Ａ））、及びそのＢ
－Ｂ'線断面図（図５（Ｂ））である。
【図６】本発明の第６の実施の形態に係る熱電素子の斜視図である。
【図７】本発明の第７の実施の形態に係る熱電素子の斜視図（図７（Ａ））、及びそのＢ
－Ｂ'線断面図（図７（Ｂ））である。
【００２１】
【図８】本発明の一実施の形態に係る熱発電システムの概略図である。
【図９】入射エネルギーと高温部の温度Ｔmaxとの関係を示す図である。
【図１０】入射エネルギーに対する輻射ロス、高温部の温度Ｔmax、及び輻射ロス率（但
し、Ｔc＝３５３Ｋ）を示す図である。
【図１１】各種表面の反射率の波長依存性を示す図である。
【図１２】輻射ロス率ＱR／Ｑinの黒化処理比率ＳB／ＳT依存性（但し、Ｔc＝３５３Ｋ）
を示す図である。
【００２２】
　以下に本発明の一実施の形態につて詳細に説明する。
［１．　熱電素子］
　本発明に係る熱電素子は、以下の構成を備えている。
（１）前記熱電素子は、
　熱電材料からなり、かつ、一方の端面から他方の端面に向かって貫通する貫通孔を備え
た熱電部材と、
　前記貫通孔に挿入された、流体を流通させるための配管と、
　前記熱電部材の側面に設けられた均熱部材と
を備えている。
（２）前記配管は、前記熱電部材の一方の電極を兼ねており、
　前記均熱部材は、前記熱電部材の他方の電極を兼ねている。
（３）前記均熱部材の表面は、黒化処理が施された黒化面と、鏡面処理が施された鏡面と
を備えている。
【００２３】
［１．１．　熱電部材］
［１．１．１．　熱電材料］
　熱電部材は、熱電材料からなる。本発明において、熱電材料の種類は、特に限定される
ものではなく、目的に応じて種々の材料を用いることができる。熱電材料は、ｐ型熱電材
料でも良く、あるいは、ｎ型熱電材料でも良い。さらに、１個の配管には、複数個の熱電
部材を装着することもできる。この場合、複数個の熱電部材は、そのすべてがｐ型熱電材
料又はｎ型熱電材料のいずれか一方であっても良く、あるいは、双方であっても良い。
　ｐ型熱電材料としては、例えば、Ｂｉ2Ｔｅ3系材料、ＰｂＴｅ系材料、Ｚｎ4Ｓｂ3系材
料、ＣｏＳｂ3系材料、Ｓｉ－Ｇｅ系材料、Ｍｎ－Ｓｉ系材料、ＮａＣｏ2Ｏ4系材料など
がある。
　ｎ型熱電材料としては、例えば、Ｂｉ2Ｔｅ3系材料、ＰｂＴｅ系材料、Ｍｇ2Ｓｉ系材
料、ＣｏＳｂ3系材料、Ｓｉ－Ｇｅ系材料、ＴｉＮｉＳｎ系材料、Ｂａ8Ｇａ16Ｇｅ30系材
料などがある。
【００２４】
　熱電部材が、ｐ型熱電材料からなる１又は２以上のｐ型熱電部材と、ｎ型熱電材料から
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なる１又は２以上のｎ型熱電部材とを備えている場合、配管には、ｐ型熱電部材及びｎ型
熱電部材を交互に装着し、これらを電気的に直列に接続するのが好ましい。
　熱電部材の側面に光が照射された場合、側面（外周面）が高温部となり、貫通孔の内周
面が低温部となる。そのため、配管にｐ型熱電部材とｎ型熱電部材とを交互に装着する場
合には、これらが直列接続となるように、高温部及び低温部を交互に接続する。
【００２５】
［１．１．２．　形状］
　熱電部材の形状は、特に限定されるものではなく、目的に応じて種々の形状を用いるこ
とができる。熱電部材の形状としては、
（ａ）円柱の中心に貫通孔が形成されたもの（円筒形）、
（ｂ）角柱の中心に貫通孔が形成されたもの（角筒形）、
などがある。特に、円筒形は、製造が比較的容易で、かつ、温度分布も均一になりやすい
ため、熱電部材の形状として好適である。
【００２６】
［１．１．３．　貫通孔］
　熱電部材は、一方の端面から他方の端面に向かって貫通する貫通孔を備えている。貫通
孔は、１個でも良く、あるいは、２個以上でも良い。
　貫通孔は、側面（外周面）からの距離ができるだけ長く、かつ、側面からの距離ができ
るだけ均等になる位置に形成するのが好ましい。
　例えば、熱電部材の軸方向断面（貫通孔が設けられている方向に対して垂直な断面）の
外形が円であり、かつ、貫通孔の個数が１個である場合、円の中心と貫通孔の中心が一致
するように、貫通孔を形成するのが好ましい。
　あるいは、熱電部材の軸方向断面が長方形であり、貫通孔の個数が２個以上である場合
、長辺及び／又は短辺から各貫通孔までの最短距離がほぼ均等になるように、長辺に対し
て平行に貫通孔を並べるのが好ましい。
【００２７】
［１．２．　配管］
［１．２．１．　流体］
　配管は、熱電部材の貫通孔内に挿入される。配管は、その内部に流体を流すためのもの
である。流体は、具体的には、
（ａ）熱電部材の低温側（貫通孔の内周面）からの排熱を回収するために用いられる熱交
換媒体、又は、
（ｂ）後述するように、配管内に化学蓄熱材が充填されている場合には、化学蓄熱材の作
動媒体、
からなる。
【００２８】
　流体の種類は、特に限定されるものではなく、目的に応じて最適なものを選択すること
ができる。流体としては、例えば、
（１）水、油、有機溶剤、溶融塩などの液体、
（２）水蒸気、水素、二酸化炭素、アンモニアなどの気体、
などがある。
【００２９】
［１．２．２．　配管の材料］
　配管は、熱電部材から流体（又は、化学蓄熱材）に熱を伝達するためのものであると同
時に、熱電部材の一方の電極を兼ねている。そのため、配管の材料は、
（ａ）流体により腐食したり、あるいは流体に溶解せず、
（ｂ）熱電部材よりも熱伝導度が高く、
（ｃ）熱電部材よりも電気伝導度が高く、かつ、
（ｄ）使用温度に耐える耐熱性を持つ
ものが好ましい。
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【００３０】
　配管の材料は、上述した条件を満たす限りにおいて、特に限定されない。配管の材料と
しては、例えば、ステンレス鋼、銅合金、アルミニウム合金などがある。
【００３１】
［１．２．３．　熱電部材と配管の接続］
　配管を電極として機能させるためには、熱電部材と配管とが電気的に接続されている必
要がある。また、熱電部材と流体（又は、化学蓄熱材）との間の熱伝達ロスを低減するに
は、熱伝達部材と配管とが熱的に接続されているのが好ましい。
　熱電部材と配管の接続方法は、上述した条件を満たす限りにおいて特に限定されない。
接続方法としては、例えば、
（ａ）熱電部材と配管とをはんだ付け、ロウ付け等により接合する方法、
（ｂ）熱電部材と配管の隙間に高電気伝導性及び高熱伝導性のグリースを充填する方法、
（ｃ）熱電部材と配管とを熱圧着させる方法、
などがある。
【００３２】
［１．２．４．　化学蓄熱材］
　配管内には、化学蓄熱材が充填されていても良い。ここで、「化学蓄熱材」とは、作動
媒体と結合する際に発熱を伴い、作動媒体が脱離する際に吸熱を伴う材料をいう。
【００３３】
　熱電素子の外周面側に太陽光を照射すると、太陽熱の一部が電気エネルギーに変換され
、残りの熱が貫通孔の内周面から放出される。この時、作動媒体と結合した化学蓄熱材が
配管内に充填されていると、熱電部材からの排熱により化学蓄熱材が加熱される。その結
果、化学蓄熱材から作動媒体が脱離する。すなわち、熱電部材からの排熱が化学エネルギ
ーとして化学蓄熱材に蓄えられる。
　一方、夜間や曇天時に配管内に作動媒体を供給すると、作動媒体と化学蓄熱材とが結合
し、熱が放出される。その結果、熱電部材の内周面側（高温部）と外周面側（低温部）と
の間で温度差が発生する。すなわち、化学蓄熱材が持つ化学エネルギーを電気エネルギー
に変換することができる。
【００３４】
　本発明において、化学蓄熱材の種類は、特に限定されるものではなく、目的に応じて最
適な材料を用いることができる。化学蓄熱材としては、例えば、
（ａ）水、油、有機溶剤、溶融塩などを作動媒体とする化学蓄熱材（例えば、ＭｇＯ、Ｃ
ａＯ、ＭｇＣｌ2、ＣａＣｌ2、Ｎａ2Ｓ、Ｈ2ＳＯ4、ＳｒＯ、ＢａＯなど）、
（ｂ）水素を作動媒体とする化学蓄熱材（例えば、水素吸蔵合金など）、
（ｃ）二酸化炭素を作動媒体とする化学蓄熱材（例えば、ＭｇＯ、ＣａＯ、Ｌｉ4ＳｉＯ4

など）、
（ｄ）アンモニアを作動媒体とする化学蓄熱材（例えば、ＦｅＣｌ2・ＮＨ3などのアンモ
ニア錯体など）、
などがある。
【００３５】
［１．３．　均熱部材］
［１．３．１．　材料］
　均熱部材は、熱電部材の側面（貫通孔が形成されている面以外の面）に設けられる。均
熱部材は、熱電部材の側面を均一に加熱するためのものである。熱電部材は、通常、熱伝
導率が低いため、熱電部材の表面に直接、光を照射すると、受光面のみが局所的に加熱さ
れる。一方、熱電部材の側面に均熱部材を設け、均熱部材の表面に光を照射すると、受光
面で吸収した熱が受光面以外の面にも伝達される。その結果、熱電部材の側面を均一に加
熱することができる。
　ここで、「受光面」とは、０．０１Ｗ／ｃｍ2以上の光エネルギーが入射する面をいう
。
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　均熱部材の厚みは、いくつでも良いが、均熱部材が厚すぎると均熱部材の表面積が増大
し、その分、輻射による熱ロスが増大する。円筒形であれば、熱電部材の半径と同程度以
下の厚みが好ましく、より好ましくは熱電部材の半径の１／１０以下である。
【００３６】
　また、均熱部材は、熱電部材の側面を均一に加熱するためのものであると同時に、熱電
部材の他方の電極を兼ねている。そのため、均熱部材の材料は、
（ａ）熱電部材よりも熱伝導度が高く、
（ｂ）熱電部材よりも電気伝導度が高く、かつ、
（ｃ）使用温度に耐える耐熱性を持つ
ものが好ましい。
【００３７】
　均熱部材の材料は、上述した条件を満たす限りにおいて、特に限定されない。均熱部材
の材料としては、例えば、ステンレス鋼、銅合金、アルミニウム合金、銀合金、ニッケル
合金、炭素材料、金合金などがある。
【００３８】
　均熱部材は、熱電部材の側面の全部に設けられていても良く、あるいは、一部に設けら
れていても良い。しかし、熱電部材の側面の露出面積が過度に大きくなると、側面の均熱
性が悪くなり発電効率が低下する。従って、熱電部材の側面の面積に対する均熱部材の面
積の割合（以下、「被覆率」ともいう）は、９０％以上が好ましい。被覆率は、好ましく
は、９５％以上、さらに好ましくは、９９％以上である。
【００３９】
［１．３．２．　熱電部材と均熱部材の接続］
　均熱部材を電極として機能させるためには、熱電部材と均熱部材とが電気的に接続され
ている必要がある。また、熱電部材と均熱部材との間の熱伝達ロスを低減するには、熱電
部材と均熱部材とが熱的に接続されているのが好ましい。
　熱電部材と均熱部材の接続方法は、上述した条件を満たす限りにおいて特に限定されな
い。接続方法としては、例えば、
（ａ）熱電部材と均熱部材とをはんだ付け、ロウ付け等により接合する方法、
（ｂ）熱電部材と均熱部材の隙間に高電気伝導性及び高熱伝導性のグリースを充填する方
法、
（ｃ）熱電部材と均熱部材とを熱圧着させる方法、
などがある。
【００４０】
［１．３．３．　黒化面及び鏡面］
［Ａ．　定義］
　均熱部材の表面は、黒化処理が施された黒化面と、鏡面処理が施された鏡面とを備えて
いる。黒化面は、光エネルギーの吸収効率は高いが、輻射による熱ロスが大きい。一方、
鏡面は、光エネルギーの吸収効率は低いが、輻射による熱ロスが小さい。そのため、均熱
部材の表面の内、受光面を黒化面とし、それ以外の部分を鏡面とすれば、輻射による熱ロ
スを最小限に抑制することができる。
【００４１】
　ここで、「黒化面」とは、波長５００～１８００ｎｍの光の反射率が２０％以下となる
面をいう。反射率が低くなるほど、光の吸収率が高くなり、かつ、放射のエネルギー損失
が低くなる。反射率は、好ましくは、１０％以下、さらに好ましくは、５％以下である。
　このような黒化面を得るための処理（黒化処理）としては、例えば、
（１）表面に市販の黒化塗料を塗布する処理、
（２）電解発色法により黒色発色を行う処理、
（３）蒸着やスパッタ法により各種金属や半導体吸収膜を成膜する処理、
などがある。
【００４２】
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　「鏡面」とは、波長５００～１８００ｎｍの光の反射率が全波長平均で８０％以上とな
る面をいう。反射率が高くなるほど、放射のエネルギー損失が低くなる。反射率は、好ま
しくは、９０％以上である。
　このような鏡面を得るための処理（鏡面処理）としては、例えば、
（１）メッキ処理、
（２）スパッタリング法又は蒸着法によるＡｇ、Ａｌ、Ａｕ等の金属膜の形成、
（３）バフ研磨による金属光沢仕上げ、
などがある。
【００４３】
［Ｂ．　黒化処理比率］
　黒化面は、均熱部材の受光面上に形成される。受光面の大きさや形状は、熱電部材の形
状、光の集光の有無、光の照射方向などにより異なる。黒化面は、理想的には、受光面と
完全に一致しているのが好ましいが、若干ずれていても良い。しかし、黒化面と受光面の
ずれが過度に大きくなると、エネルギー損失が増大する。
　また、均熱部材の表面は、黒化面と鏡面のみからなるのが好ましいが、黒化面及び鏡面
以外の面（以下、「その他の面」ともいう）が含まれていても良い。しかし、その他の面
の面積が過度に大きくなると、エネルギー損失が増大する。
【００４４】
　エネルギー損失を低減するためには、均熱部材は、次の（１）～（３）式の関係を満た
しているのが好ましい。
　ＳT＝ＳB＋ＳM＋ＳO　　・・・（１）
　０＜ＳB／ＳT≦０．６　　　・・・（２）
　０≦ＳO／ＳT≦０．１　　　・・・（３）
　但し、
　ＳTは、前記均熱部材の表面の総面積、
　ＳBは、前記黒化面の面積、
　ＳMは、前記鏡面の面積、
　ＳOは、前記均熱部材の表面の内、前記黒化面及び前記鏡面以外の面の面積。
【００４５】
　（１）式は、均熱部材の表面が黒化面、鏡面、及びその他の面からなることを表す。
　（２）式中、「ＳB／ＳT」は、均熱部材の表面の総面積に対する黒化面の面積の割合（
黒化処理比率）を表す。また、（２）式は、ＳB／ＳTの許容範囲を表す。
　光を集光する場合、受光面の面積を限りなく小さくすることができる。従って、ＳB／
ＳTは、０超が好ましい。
　一方、被覆率が１００％であり、かつ、平行光線を均熱部材に照射する場合、受光面の
面積は、最大でもＳTの５０％である。すなわち、ＳB／ＳTの最大値は、理論的には０．
５であるが、ＳB／ＳTは、０．５より大きくても良い。しかし、ＳB／ＳTが過度に大きく
なると、エネルギー損失が増大する。従って、ＳB／ＳTは、０．６以下が好ましい。
【００４６】
　（３）式中、「ＳO／ＳT」は、均熱部材の表面の総面積に対するその他の面の面積の割
合を表す。また、（３）式は、ＳO／ＳTの許容範囲を表す。
　その他の面は、エネルギー効率の向上に寄与しないので、その面積が過度に大きくなる
と、エネルギー損失が増大する。従って、ＳO／ＳTは、０以上０．１以下が好ましい。Ｓ

O／ＳTは、好ましくは、０．０５以下、さらに好ましくは、０．０１以下である。
【００４７】
［２．　熱電素子の具体例］
［２．１．　第１の具体例］
　図１に、本発明の第１の実施の形態に係る熱電素子の斜視図（図１（Ａ））、及びその
Ａ－Ａ'線断面図（図１（Ｂ））を示す。図１において、熱電素子１０ａは、熱電部材１
２と、配管１４と、均熱部材１６とを備えている。なお、図１においては、見やすくする
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ために、各部の寸法の一部を実際の寸法より大きく描いてある。この点は、後述する図２
～図８も同様である。
【００４８】
　本実施の形態において、熱電部材１２は、円筒状を呈しており、一方の端面から他方の
端面に向かって貫通する貫通孔を備えている。貫通孔には、流体（水などの熱交換媒体）
を流通させるための配管１４が挿入されている。配管１４は、熱電部材１２の一方の電極
を兼ねており、熱電部材１２と熱的及び電気的に接続されている。
【００４９】
　熱電部材１２の側面（貫通孔が設けられている端面以外の面）の全面には、均熱部材１
６が設けられている。均熱部材１６は、熱電部材１２の他方の電極を兼ねており、熱電部
材１２と熱的及び電気的に接続されている。
　均熱部材１６の表面の内、受光面側には黒化面１８が形成され、非受光面側には鏡面２
０が形成されている。本実施の形態においては、平行光線が円筒状の熱電部材１２の側面
に照射されることを想定しているため、ＳB／ＳT＝０．５になっている。
　さらに、配管１４及び均熱部材１６には、それぞれ、負荷（図示せず）を接続するため
のリード線２２、２２が接合されている。
【００５０】
　このような構成を備えた熱電素子１０ａの黒化面１８に光を照射すると、光は黒化面１
８に吸収され、熱エネルギーに変換される。黒化面１８が吸収した熱は、均熱部材１６に
伝達される。均熱部材１６には、熱伝導率の高い材料が用いられているため、均熱部材１
６の受光面側の温度だけでなく、非受光面側の温度も上昇する。そのため、熱電部材１２
の側面（外周面）の温度がほぼ均一に上昇する。
【００５１】
　熱電部材１２の側面の温度が上昇すると、熱電部材１２の側面近傍においてキャリア（
ｐ型熱電材料の場合はホール（ｈ+）、ｎ型熱電材料の場合は、電子（ｅ-））が励起され
る。励起されたキャリアは、熱電部材１２の内周面側に向かって拡散する。その結果、配
管１４と均熱部材１６とを負荷に接続すれば、電力を取り出すことができる。
　また、黒化面１８が吸収した熱エネルギーの内、電力に変換されなかったものは、熱電
部材１２を介して配管１４まで伝達される。そのため、配管１４に低温の熱交換媒体を流
すと、加温された熱交換媒体を得ること（すなわち、熱電部材１２からの排熱を回収する
こと）ができる。例えば、熱交換媒体として水を用いると、電力とともに温水を得ること
ができる。
【００５２】
［２．２．　第２の具体例］
　図２に、本発明の第２の実施の形態に係る熱電素子の斜視図（図２（Ａ））、及びその
Ａ－Ａ'線断面図（図２（Ｂ））を示す。図２において、熱電素子１０ｂは、熱電部材１
２と、配管１４と、均熱部材１６とを備えている。
【００５３】
　本実施の形態において、熱電部材１２は、角筒状を呈しており、一方の端面から他方の
端面に向かって貫通する貫通孔を備えている。貫通孔には、流体（水などの熱交換媒体）
を流通させるための配管１４が挿入されている。
　熱電部材１２の側面（貫通孔が設けられている端面以外の面）の全面には、均熱部材１
６が設けられている。均熱部材１６の表面の内、受光面側には黒化面１８が形成され、非
受光面側には鏡面２０が形成されている。本実施の形態においては、平行光線が角筒状の
熱電部材１２の１つの側面に照射されることを想定しているため、ＳB／ＳT＝０．２５に
なっている。
　その他の点については、第１の実施の形態と同様であるので、説明を省略する。
【００５４】
［２．３．　第３の具体例］
　図３に、本発明の第３の実施の形態に係る熱電素子の斜視図（図３（Ａ））、及びその
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Ｂ－Ｂ'線断面図（図３（Ｂ））を示す。図３において、熱電素子１０ｃは、熱電部材１
２ａ、１２ｂと、配管１４と、均熱部材１６ａ、１６ｂ、１６ｃとを備えている。
【００５５】
　本実施の形態において、熱電部材１２ａはｐ型熱電材料からなり、熱電部材１２ｂはｎ
型熱電部材からなる。熱電部材１２ａ、１２ｂは、いずれも円筒状を呈しており、一方の
端面から他方の端面に向かって貫通する貫通孔を備えている。貫通孔には、流体（水など
の熱交換媒体）を流通させるための配管１４が挿入されている。
【００５６】
　配管１４は、導電性材料からなる２つの導電管１４ａ、１４ｂの間に、絶縁材料からな
る絶縁管１４ｃが挿入されたものからなる。導電管１４ａ、１４ｂは、電極を兼ねており
、それぞれ、熱電部材１２ａ、１２ｂと電気的及び熱的に接続されている。絶縁管１４ｃ
は、熱電部材１２ａ、１２ｂの間に来るように配置されている。
【００５７】
　熱電部材１２ａ、１２ｂの側面の内、非受光面には、それぞれ、均熱部材１６ａ、１６
ｂが独立に設けられている。熱電部材１２ａの受光面近傍と熱電部材１２ｂの受光面近傍
とは、板状の均熱部材１６ｃで連結されている。均熱部材１６ｃは、熱電部材１２ａの高
温部と熱電部材１２ｂの高温部とを熱的及び電気的に接続する電極を兼ねている。均熱部
材１６ｃにより、熱電部材１２ａ、１２ｂは、直列接続となる。
【００５８】
　均熱部材１６ｃの表面には、黒化面１８が形成されている。一方、均熱部材１６ａ、１
６ｂの表面には、それぞれ、鏡面２０ａ、２０ｂが形成されている。本実施の形態におい
ては、集光された光が円筒状の熱電部材１２ａ、１２ｂの側面に照射されることを想定し
ているため、ＳB／ＳT＜０．５になっている。
　さらに、導電管１４ａ、１４ｂには、それぞれ、負荷（図示せず）を接続するためのリ
ード線２２、２２が接合されている。
【００５９】
　このような構成を備えた熱電素子１０ｃの黒化面１８に光を照射すると、光は黒化面１
８に吸収され、熱エネルギーに変換される。黒化面１８が吸収した熱は、均熱部材１６ａ
～１６ｃを介して、熱電部材１２ａ、１２ｂの側面に伝達される。その結果、熱電部材１
２ａ、１２ｂの側面（外周面）の温度がほぼ均一に上昇する。
【００６０】
　熱電部材１２ａの側面の温度が上昇すると、熱電部材１２ａの側面近傍においてホール
（ｈ+）が励起され、励起されたホールは、熱電部材１２ａの内周面側に向かって拡散す
る。一方、熱電部材１２ｂの側面の温度が上昇すると、熱電部材１２ｂの側面近傍におい
て電子（ｅ-）が励起され、励起された電子は、熱電部材１２ｂの内周面側に向かって拡
散する。そのため、熱電部材１２ａ、１２ｂの高温部を均熱部材１６ｃにより電気的に直
列に接続し、リード線２２を介して導電管１４ａ、１４ｂを負荷に接続すれば、電力を取
り出すことができる。
【００６１】
　また、黒化面１８が吸収した熱エネルギーの内、電力に変換されなかったものは、熱電
部材１２ａ、１２ｂを介して配管１４まで伝達される。そのため、配管１４に低温の熱交
換媒体を流すと、加温された熱交換媒体を得ること（すなわち、熱電部材１２ａ、１２ｂ
からの排熱を回収すること）ができる。
【００６２】
［２．４．　第４の具体例］
　図４に、本発明の第４の実施の形態に係る熱電素子の斜視図（図４（Ａ））、及びその
Ｂ－Ｂ'線断面図（図４（Ｂ））を示す。図４において、熱電素子１０ｄは、熱電部材１
２ａ、１２ｂと、配管１４と、均熱部材１６とを備えている。
【００６３】
　本実施の形態において、熱電部材１２ａはｐ型熱電材料からなり、熱電部材１２ｂはｎ
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型熱電部材からなる。熱電部材１２ａ、１２ｂは、いずれも円筒状を呈しており、一方の
端面から他方の端面に向かって貫通する貫通孔を備えている。貫通孔には、流体（水など
の熱交換媒体）を流通させるための配管１４が挿入されている。さらに、熱電部材１２ａ
、１２ｂの間には、絶縁材料からなる円筒状のスペーサー２４が挿入されている。スペー
サー２４の外径は、熱電部材１２ａ、１２ｂの外径とほぼ等しくなっており、内径は、配
管１４の内径とほぼ等しくなっている。
【００６４】
　配管１４は、導電性材料からなる２つの導電管１４ａ、１４ｂからなる。導電管１４ａ
、１４ｂは、分離しており、導電管１４ａ、１４ｂの間は、スペーサー２４で絶縁されて
いる。導電管１４ａ、１４ｂは、電極を兼ねており、それぞれ、熱電部材１２ａ、１２ｂ
と電気的及び熱的に接続されている。
【００６５】
　熱電部材１２ａ、１２ｂの側面、及びスペーサー２４の側面には、均熱部材１６が設け
られている。均熱部材１６の表面には、ＳB／ＳT＜０．５となるように、黒化面１８及び
鏡面２０が形成されている。図４に示すように、熱電部材１２ａ、１２ｂの側面、及びス
ペーサー２４の側面を覆う単一の均熱部材１６を用いると、図３に比べて部品点数が少な
くなるだけでなく、熱電部材１２ａ、１２ｂ間の抵抗を低減することができる。
　その他の点については、第３の実施の形態と同様であるので、説明を省略する。
【００６６】
［２．５．　第５の具体例］
　図５に、本発明の第５の実施の形態に係る熱電素子の斜視図（図５（Ａ））、及びその
Ｂ－Ｂ'線断面図（図５（Ｂ））を示す。図５において、熱電素子１０ｅは、熱電部材１
２ａ～１２ｄと、配管１４と、均熱部材１６ａ、１６ｂとを備えている。
【００６７】
　熱電素子１０ｅは、基本的には、図４に示す２個の熱電素子１０ｄを直列に接続したも
のである。すなわち、熱電部材１２ａ、１２ｃはｐ型熱電材料からなり、熱電部材１２ｂ
、１２ｄはｎ型熱電部材からなる。熱電部材１２ａ～１２ｄは、いずれも円筒状を呈して
おり、一方の端面から他方の端面に向かって貫通する貫通孔を備えている。但し、熱電部
材１２ａ、１２ｂの高温端と熱電部材１２ｃ、１２ｄの高温端との間の絶縁を容易化する
ために、後者の外径は、前者より小さくなっている。
　貫通孔には、流体（水などの熱交換媒体）を流通させるための配管１４が挿入されてい
る。さらに、熱電部材１２ａ、１２ｂの間、及び、熱電部材１２ｃ、１２ｄの間には、そ
れぞれ、絶縁材料からなる円筒状のスペーサー２４ａ、２４ｂが挿入されている。
【００６８】
　配管１４は、導電性材料からなる３つの導電管１４ａ～１４ｃからなる。導電管１４ａ
～１４ｃは、互いに分離しており、導電管１４ａ、１４ｂの間及び導電管１４ｂ、１４ｃ
の間は、それぞれ、スペーサー２４ａ、２４ｂで絶縁されている。
　熱電部材１２ａ、１２ｂの側面、及びスペーサー２４ａの側面には、均熱部材１６ａが
設けられている。同様に、熱電部材１２ｃ、１２ｄの側面、及びスペーサー２４ｂの側面
には、均熱部材１６ｂが設けられている。均熱部材１６ａ、１６ｂの端部は、接触してい
ないが、配管１４の軸方向に対して垂直方向から見た時に両者の端部が互いに重なり合う
ように、それぞれ、端部が延長されている。これは、光が導電管１４ｂに直射しないよう
にするためである。
【００６９】
　均熱部材１６ａの表面には、ＳB／ＳT＜０．５となるように、黒化面１８ａ及び鏡面２
０ａが形成されている。同様に、均熱部材１６ｂの表面には、ＳB／ＳT＜０．５となるよ
うに、黒化面１８ｂ及び鏡面２０ｂが形成されている。
　その他の点については、第３の実施の形態と同様であるので、説明を省略する。
【００７０】
［２．６．　第６の具体例］
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　図６（Ａ）及び図６（Ｂ）に、本発明の第６の実施の形態に係る熱電素子の斜視図を示
す。図６（Ａ）において、熱電素子１０ｆは、図５に示す熱電素子１０ｅを横一列に並べ
、かつ、各熱電素子１０ｅを電気的に直列に接続したものからなる。中央にある熱電素子
１０ｅのｎ型熱電部材とｐ型熱電部材の配置は、両端の熱電素子１０ｅのそれとは逆にな
っている。この場合、隣接する熱電素子１０ｅの均熱部材は、互いに絶縁されている必要
がある。すなわち、隣接する熱電素子１０ｅを離間させるか、あるいは、隣接する熱電素
子１０ｅの隙間に絶縁材料を充填する必要がある。
　図６（Ｂ）において、熱電素子１０ｇは、図５に示す熱電素子１０ｅを横一列に並べ、
かつ、各熱電素子１０ｅを電気的に並列に接続したものからなる。各熱電素子１０ｅのｎ
型熱電部材とｐ型熱電部材の配置は、同一である。この場合、隣接する熱電素子１０ｅの
均熱部材は、必ずしも互いに絶縁されている必要はない。
【００７１】
　図６に示すように、熱電素子１０ｅを横一列に並べると、黒化面１８の総面積を大きく
することができる。この場合、図６に示すように、大径部同士が隣接するように各熱電素
子１０ｅを並べても良い。あるいは、図示はしないが、大径部と小径部が千鳥格子状に配
列するように、各熱電素子１０ｅを並べても良い。後者の場合、各熱電素子１０ｅの隙間
を通過する光を少なくすることができる。このような構成を備えた熱電素子１０ｆ、１０
ｇは、例えば、輻射熱を電力に変換する場合に有効である。
　その他の点については、第３の実施の形態と同様であるので、説明を省略する。
【００７２】
［２．７．　第７の具体例］
　図７に、本発明の第７の実施の形態に係る熱電素子の斜視図（図７（Ａ））、及びその
Ｂ－Ｂ'線断面図（図７（Ｂ））を示す。図７において、熱電素子１０ｈは、熱電部材１
２と、配管１４と、均熱部材１６と、化学蓄熱材２６とを備えている。
【００７３】
　本実施の形態において、配管１４内には、化学蓄熱材２６が充填されている。この点が
第１の実施の形態と異なる。その他の点については、第１の実施の形態と同様であるので
、説明を省略する。
　このような熱電素子１０ｈの黒化面１８に光を照射すると、電力に変換されなかった熱
エネルギーが熱電部材１２の内周面側から放出され、この熱により化学蓄熱材２６が加熱
される。その結果、化学蓄熱材２６から作動媒体（例えば、水蒸気）が脱離する。一方、
黒化面１８に光が照射されていない状態（例えば、夜間や曇天時）で配管１４に作動媒体
を供給すると、化学蓄熱材２６と作動媒体が結合し、熱が放出される。この熱を熱電部材
１２により電力として取り出すことができる。
【００７４】
［３．　熱発電システム］
　図８に、本発明の一実施の形態に係る熱発電システムの概略図を示す。図８において、
熱発電システム３０は、以下の構成を備えている。
（１）熱発電システム３０は、
　光を内部に取り込むための採光窓４２を備えた容器４０と、
　容器４０内に収容された、本発明に係る熱電素子１０と、
　配管１４に流体を供給するための流体供給手段（図示せず）と、
　熱電素子１０が生成する電力を消費する電力消費源（図示せず）と
を備えている。
（２）熱電素子１０は、黒化面１８が採光窓４２の下に来るように、容器４０内に収容さ
れている。
【００７５】
　熱発電システム３０は、
（ａ）光を集光し、集光された光を採光窓４２に向かって照射するための集光装置４４、
及び／又は、
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（ｂ）熱電素子１０の受光面を光源に向けるための追尾装置（図示せず）
をさらに備えていても良い。
【００７６】
［３．１．　容器］
　容器４０は、熱電素子１０を収容するためのものである。熱電素子１０の配管１４の両
端は、容器４０の外側まで延長されている。容器４０には、外部から光を取り込むための
採光窓４２が設けられている。熱電素子１０は、黒化面１８が採光窓４２の下に来るよう
に、容器４０内に収容されている。
　容器４０内には、大気が存在していてもよい。しかし、容器４０内に大気が存在すると
、熱電素子１０の高温部からの対流による熱ロスが大きくなる。そのため、高い熱効率を
得るためには、容器４０は、真空容器が好ましい。真空容器は、封止したものでも良く、
あるいは、容器４０内を排気するための真空ポンプを備えているものでも良い。
【００７７】
［３．２．　熱電素子］
［３．２．１．　熱電素子の構成］
　容器４０内には、熱電素子１０が収容されている。容器４０内には、１個の熱電素子１
０が収容されていても良く、あるいは、２個以上が収容されていても良い。熱電素子１０
（１０ａ～１０ｈ）の詳細については、上述した通りであるので、説明を省略する。
【００７８】
［３．２．２．　黒化処理比率、受光面比率］
　熱電素子１０は、次の（１）～（５）式の関係を満たしているのが好ましい。
　ＳT＝ＳB＋ＳM＋ＳO　　・・・（１）
　０＜ＳB／ＳT≦０．６　　　・・・（２）
　０≦ＳO／ＳT≦０．１　　　・・・（３）
　０＜ＳL／ＳT≦０．５　　　・・・（４）
　ＳL／ＳT≦ＳB／ＳT≦ＳL／ＳT＋０．１　　　・・・（５）
　但し、
　ＳTは、前記均熱部材の表面の総面積、
　ＳBは、前記黒化面の面積、
　ＳMは、前記鏡面の面積、
　ＳOは、前記均熱部材の表面の内、前記黒化面及び前記鏡面以外の面の面積、
　ＳLは、前記熱電素子の受光面の面積。
【００７９】
　これらの内、（１）～（３）式については上述した通りであるので、説明を省略する。
　（４）式中、「ＳL／ＳT」は、均熱部材１６の表面の総面積に対する受光面の面積の割
合（受光面比率）を表す。また、（４）式は、ＳL／ＳTの許容範囲を表す。
　上述したように、光を集光する場合、ＳL／ＳTを限りなく小さくすることができる。一
方、被覆率が１００％であり、かつ、平行光線を均熱部材１６に照射する場合、ＳL／ＳT

は、最大でも０．５である。そのため、ＳL／ＳTは、０超０．５以下の範囲で任意に選択
することができる。
【００８０】
　（５）式は、ＳB／ＳTの許容範囲を表す。黒化処理比率（ＳB／ＳT）が受光面比率（Ｓ

L／ＳT）より小さくなると、光の一部が鏡面で反射される。従って、ＳL／ＳT≦ＳB／ＳT

が好ましい。
　一方、黒化処理比率が受光面比率に比べて過度に大きくなると、黒化面からの輻射ロス
が大きくなる。従って、ＳB／ＳT≦ＳL／ＳT＋０．１が好ましい。
【００８１】
［３．３．　流体供給手段］
　配管１４には、流体を供給するための流体供給手段が接続されている。流体供給手段は
、特に限定されるものではなく、流体の種類に応じて最適なものを選択することができる
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。
　例えば、本発明に係る熱発電システム３０を給湯システムに応用する場合、配管１４を
給水タンク及び給水ポンプに接続する。給水ポンプを作動させ、配管１４内に冷水を供給
しながら熱電素子１０で発電を行うと、配管１４から温水を排出することができる。
　あるいは、配管１４内に化学蓄熱材が充填されており、作動媒体が水（水蒸気）である
場合には、配管１４を水蒸気発生器及び水タンクに接続する。
【００８２】
［３．４．　電力消費源］
　熱電素子１０のリード線２２、２２には、熱電素子１０が生成する電力を消費する電力
消費源が接続されている。電力消費源は、特に限定されるものではなく、目的に応じて最
適なものを選択することができる。
　電力消費源としては、例えば、
（ａ）配管１４に水を供給するための給水ポンプ、
（ｂ）熱電素子１０の受光面を光源に向けるための追尾装置、
（ｃ）電力を蓄えるためのバッテリー、
（ｄ）ＯＡ機器、照明器具、空調機器、家電機器、又は工場設備機器、
などがある。
【００８３】
［３．５．　集光装置］
　集光装置４４は、光（例えば、太陽光）を集光し、集光された光を採光窓４２に向かっ
て照射するためのものである。集光装置４４としては、例えば、フレネルレンズ、集光鏡
、凸レンズなどがある。集光装置４４は、必ずしも必要ではないが、集光装置４４を用い
ると、熱電素子１０により大きな温度差を発生させることができる。
【００８４】
［３．６．　追尾装置］
　追尾装置は、熱電素子１０の受光面を光源に向けるためのものである。高い熱効率を得
るためには、光は、受光面に対して垂直に入射させるのが好ましい。例えば、高温炉から
の輻射熱（遠赤外線）を受光面に照射する場合のように、光源が固定されている場合、追
尾装置は不要である。一方、太陽光のように、光の入射方向が時々刻々変化する場合、追
尾装置を用いて、受光面を太陽の方向に向けるのが好ましい。
【００８５】
［４．　作用］
　本発明に係る熱電素子は、熱電部材の側面に均熱部材が設けられている。また、均熱部
材の表面の内、受光面には黒化処理が施され、非受光面には鏡面処理が施されている。熱
電素子の黒化面に太陽光や遠赤外線などの光を照射すると、光は黒化面に吸収され、熱エ
ネルギーに変換される。この熱エネルギーは、均熱部材を介して熱電部材に伝達されるた
め、受光面が局所的に加熱されることはなく、熱電部材の全側面がほぼ均一に加熱される
。その結果、熱電部材の側面と貫通孔の内周面との間に相対的に大きな温度差（すなわち
、起電力）が発生する。
【００８６】
　また、黒化面は、光エネルギーの吸収効率は高いが、輻射による熱ロスが大きい。一方
、鏡面は、光エネルギーの吸収効率は低いが、輻射による熱ロスが小さい。そのため、均
熱部材の表面の内、受光面を黒化面とし、それ以外の部分を鏡面とすれば、輻射による熱
ロスを最小限に抑制することができ、熱電部材に効率よく熱を流すことができる。
【００８７】
　さらに、熱電部材に挿入された配管に流体を流通させると、電力に変換されることなく
熱電部材を透過した熱を回収して利用することができる。すなわち、本発明は、光エネル
ギーを電気エネルギー及び熱エネルギーとして利用するため、エネルギーの利用効率が高
い。そのため、本発明によれば、太陽光や工場排熱などを利用したエネルギー利用効率の
高い熱発電＋熱利用ハイブリッドシステムを実現できる。
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【実施例】
【００８８】
［１．　熱発電システムの作製］
［１．１．　モデル１］
　図８に示す熱発電システム３０を作製した。容器４０内は、ロータリーポンプを用いて
１０Ｐａ以下の真空度とした。熱電部材１２には、ＣｏＳｂ3系の熱電材料からなる円筒
状の部材（外径：１２ｍｍ、内径：３ｍｍ、長さ：７．５ｍｍ）を用いた。均熱部材１６
には、鉄ニッケル合金を用い、受光面及び非受光面に、それぞれ、黒化処理及び鏡面処理
を施した。黒化処理には、ジャパンセンサー社製の黒化塗料（ＪＳＣ３号）を用いた。鏡
面処理には、Ａｇメッキを用いた。さらに、ＳB／ＳT＝０．５とした。
［１．２．　モデル２］
　均熱部材１６の表面の全面に黒化処理を施した以外は、モデル１と同様にして、熱発電
システムを作製した。
【００８９】
［２．　試験方法及び結果］
［２．１．　入射光エネルギー依存性］
　受光面に太陽光を照射し、高温部の温度Ｔmaxを測定した。集光倍率は、４００～１６
００倍とした。図９に、入射エネルギーと熱電素子１０の高温部の温度（外周温度）Ｔma

xとの関係を示す。実験値は、シミュレーションと良い一致を示している。これは、黒化
処理を施した熱電素子１０の高温部の熱の内、輻射による熱ロス以外の熱が熱電部材１２
に流れていることを意味している。
【００９０】
　図１０に、入射エネルギーに対する輻射ロス、高温部の温度Ｔmax、及び輻射ロス率（
但し、Ｔc＝３５３Ｋ）を示す。図１０より、均熱部材１６の表面の半分を黒化処理し、
かつ、残り半分を鏡面処理すると、均熱部材１６の表面の全面を黒化処理した場合に比べ
て、輻射による熱ロスを半分程度に低減できることがわかる。すなわち、入射エネルギー
が同じであれば、その分、高温部の温度Ｔmaxが上がり、より多くの電力が得られる。
【００９１】
［２．２．　反射率］
　図１１に、各種表面の反射率の波長依存性を示す。ジャパンセンサー社製の黒化塗料（
ＪＳＣ３号）を用いることで、５００～１８００ｎｍの波長の光の平均反射率は５％とな
り、ほぼ太陽光を吸収できた。一方、鉄ニッケル合金の表面にＡｇメッキを施すことで、
５００～１８００ｎｍの波長の光の平均反射率は９０％を超え、ほぼ輻射しなかった。従
って、均熱部材１６の表面に黒化処理及び鏡面処理を施せば、エネルギーロスを最小限に
抑制することができる。
【００９２】
［２．３．　給湯試験］
　配管１４に温度３０℃程度の水を流しながら、熱電素子１０の受光面に太陽光を照射し
、発電を行った。その結果、配管１４の出口から、５０～８０℃の温水が得られた。
【００９３】
［２．４．　輻射ロス率の黒化処理比率依存性］
　モデル計算により、輻射ロス率ＱR／Ｑinの黒化処理比率ＳB／ＳT依存性（但し、Ｔc＝
３５３Ｋ）求めた。計算では、均熱部材の上半分の全面に光が当たっていると仮定した。
図１２に、その結果を示す。
　なお、ＳB／ＳT＝０．５、ＳM／ＳT＝０．５である場合、受光面の面積ＳL（＜ＳT）＝
黒化面の面積ＳBとなり、受光面以外の面は、すべて鏡面ＳMとなる。
【００９４】
　ＳB／ＳT＜１で輻射ロス低減効果が現れ、ＳB／ＳT＝０．５に近づくにつれて輻射ロス
率が低減した。すなわち、どのような形状・集光条件でも、受光面の面積ＳL＝黒化面の
面積ＳBとし、それ以外を鏡面ＳMとすることで、エネルギー利用効率が最大となることが
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わかった。集光を含めて通常の場合、ＳL／ＳT≦０．５であるので、輻射ロス率を低減す
るためには、理想的にはＳB／ＳT≦０．５である。しかし、素子の微妙な回転等によって
集光面がずれることや、集光条件によっては熱電素子１０の下半分にも光が当たることが
ある。これらを考慮すると、実用上、ＳB／ＳT≦０．６が好ましい。
【００９５】
　また、例えば、太陽光を追尾しながら太陽光を集光して使用する場合、色収差が生じた
り、追尾中のモーターの動きにより受光面の位置がある範囲で移動する。そのため、黒化
面の面積ＳBは、受光面の面積ＳLに対して広めにとるのが実用的である。従って、ＳL／
ＳB≦ＳB／ＳT≦ＳL／ＳT＋０．１が好ましい。図１２では、ＳL／ＳT＝０．５であるた
め、ＳB／ＳT＝ＳL／ＳT＋０．１（ＳB／ＳT＝０．６とした場合　でも、ＱRの増大は、
ＳB／ＳT＝ＳL／ＳT（ＳB／ＳT＝０．５）の１．２倍に抑えることができる。
　実際に、今回の検証では、５ｍｍ角程度に集光し、１ｍｍ程度の色収差及び追尾モータ
ーの動きにより、受光面の位置が１ｍｍ程度動くことを確認している。
【００９６】
　熱電部材１２の高温部では、電極接合などにより、鏡面及び黒化面以外の面ＳOが生じ
ることがある。高い効率を得るためには、ＳOは、必要最小限の範囲（０≦ＳO／ＳT≦０
．１）に留めるのが望ましい。
　なお、「受光面」は、０．０１Ｗ／ｃｍ2以上の光エネルギーが入射する面と定義する
。この値は、熱電変換効率が１０％の熱電素子を用いた場合に１０×１０ｍ2の面積で１
ｋＷの電力が得られる条件であり、これ以下であると採算は取れない。ちなみに、太陽光
は、０．１Ｗ／ｃｍ2程度である。
【００９７】
［２．５．　輻射ロス率の熱伝導率依存性］
　モデル計算により、輻射ロス率ＱR／Ｑinの熱電部材１２の熱伝導率依存性（但し、Ｔc

＝３５３Ｋ）求めた。計算では、均熱部材の上半分の全面に光が当たっていると仮定した
。表１に、その結果を示す。
【００９８】
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【表１】

【００９９】
　熱電部材１２の熱伝導率κが変わっても、ＳB／ＳT＝０．５、かつ、ＳM／ＳT＝０．５
の時（モデル１、３、４）のＱRは、ＳB／ＳT＝１．０、かつ、ＳM／ＳT＝０の時（モデ
ル２）の１／２以下であり、輻射ロスを低減できる。従って、高温部の温度Ｔmaxが同じ
であれば、熱電部材１２の熱伝導率κが高い（熱電素子を流れる熱量（Ｑin－ＱR）が多
い）方が、輻射ロスを低減できる。
【０１００】
　以上、本発明の実施の形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態に何ら
限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１０１】
　本発明に係る熱電素子及び熱発電システムは、太陽光や工場排熱を利用した発電・給湯
システムなどに使用することができる。
【符号の説明】
【０１０２】
１０（１０ａ～１０ｈ）　熱電素子
１２（１２ａ～１２ｄ）　熱電部材
１４　配管
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１６（１６ａ～１６ｃ）　均熱部材
１８（１８ａ～１８ｂ）　黒化面
２０（２０ａ～２０ｂ）　鏡面
３０　熱電発電システム
４０　容器
４２　採光窓
４４　集光装置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】
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(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　３５／００－３４　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　３７／００－０４　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２７／１６　　　　
              Ｈ０２Ｎ　　１１／００　　　　
              Ｈ０２Ｓ　　１０／００－４０　　　　
              Ｆ２４Ｊ　　　２／００－５４　　　　
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